
医療機関名称 診療科名 郵便番号 医療機関所在地 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日

まつもと内科・心療内科クリニック 内  心内  精  脳内 399-0036 松本市村井町南 2-21-45 イオンタウン
松本村井２階 0263-88-5018 川越　貴史 1 無 令和 5 年 5 月 1 日

Ａｉクリニック整形外科リハビリテーション科 整外　リハ 384-0043 小諸市大字諸 303 0267-25-0555 相澤　充 1 無 令和 5 年 5 月 1 日
りすさんこどもクリニック 小  小児アレルギー科 385-0022 佐久市岩村田字押出シ 1555 番地 1 0267-88-7711 保科　宙生 1 無 令和 5 年 5 月 1 日
さかいざわクリニック 内　皮　呼 381-0042 長野市稲田 2 丁目 28-17 026-217-5181 境澤　隆夫 2 無 令和 5 年 5 月 1 日
みわ発達クリニック 児童精神科　精 380-0803 長野市三輪 5 丁目 41-6 026-225-9601 蓑和　路子 1 無 令和 5 年 5 月 1 日

関東信越厚生局のホームページで公開
の保険医療機関指定状況から長野事務
所関係の医科と歯科の新規指定分（開
設管理者の交代や遡及、移動等を除く）
を紹介している。4/1 ～ 4/30 間は医
科５件、歯科０件。（氏名敬称略）

保険医療機関の新規動向

※ 1診療科名は略記載 . ※ 2 開設者が個人の場合は開設・管理者は同一 . ※ 3 従事の形態で病院・診療所は医師数 ,歯科診療所は歯科医師数 . ※ 4 指定期間は指定日より 6 年 .

理事会便り
4/28 理事会決定項等

長野会場と各理事宅を結ぶ Web 会議
にて開催。19:30 ～ 21:15 出席役員：
宮沢会長、池上、市川、林（春）、三
田各副会長、原、布山、宮下、米田各
理事、議長：市川副会長
■報告・承認事項
1．前回議事要録の確認…3 月度理事
会の議事要録を確認。
２．会務報告…4 月会務報告について
確認した。
３．会計報告…1、2 月会計報告につ

いて承認した。
４．北信越ブロック会議…７月 23 日

（日）13:30 ～ 16:30、完全オンライ
ンで開催が決定したことを確認。
５．４月 29 日核兵器を廃絶する長野
医療者の会総会…会員へ案内したこと
を確認。
６．５月 28 日福祉医療給付制度の改
善をすすめる会総会…役員選出につい
て副会長を宮沢会長、事務局次長は増
田事務局次長を推薦することを承認。
■協議事項
１．役員体制と理事会運営の確認…新
役員である原理事より挨拶。◇理事会
運営申し合わせを改めて確認した。
２．第 44 回定期総会の総括…総会、
記念講演及び懇親会の出席状況を報
告、記念講演についてはアンケート結
果も報告した上、感想や意見交換を
行った。記念講演については運動を進
めていく上では良い講演であったが、
会員参加が少ないことから次回以降の

検討課題とした。
３．医療情勢並びに当面の医療運動課
題について…情勢並びに医療運動対策
について報告、意見交換を行った。◇
保険証廃止、オンライン資格確認への
対応については、４月 27 日国会行動
の報告が行われた。また、オンライン
資格確認のシステム導入状況にかかわ
らず保険証の持参を求めるポスターを
会員に案内する。◇オンライン請求
義務化撤回署名をファックスで実施す
る。◇電気料金等高騰に関する調査結
果とともに、医療機関への財政措置を
県及び市町村に要請し、合わせて長野
新聞で広報していく。また、調査結果
については長野県の会見場へ資料提供
する。
■その他
フェイスブックなどＳＮＳを通じて情
報発信を積極的に行う必要があるとの
意見が出された。

活 動 日 誌

4/22-23　保団連政策部会 / 保団連歯
科社保審査対策部会
4/27　国会行動
4/28　理事会
4/29　反核医療者の会総会
5/9　歯科部会
5/11　北信越ブロック事務局長会議 /
保団連医療運動会議
5/12　社保協事務局会議 / 福祉医療
給付の改善をすすめる会
5/17　保険でより良い歯科医療を長
野連絡会
5/18　国会行動
5/19　社保協運営員会 / 社保協国保
部会

長野県保険医協会の会員数

1,317 名（医科 735 名、歯科 582 名）
5 月 1 日現在

（4）　2023 年（令和 5 年）5 月 25 日                                      　  No.507長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）

下記の施設基準に対応する研修会を開催します。
【日時】2023 年 6 月 11 日（日）
第一部 13 ： 30 ～ 15 ： 30　　「 か強診・歯援診」 の施設基準

※偶発症等に対する緊急時対応、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、口腔機能の
管理、高齢者の心身の特性、認知症に関する内容、在宅医療・介護に関する内容を含む

講師　上條 英之 氏 （東京歯科大学歯科社会保障学）
第二部 15 ： 40 ～ 16 ： 40　　「院内感染防止対策」（ 初診料の注１） の施設基準

※歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症への対策を含む
講師　奥山 秀樹 氏 （長野県保険医協会 副会長）

――共通事項――
【対象】長野県保険医協会会員ならびに会員医療機関に勤務する常勤歯科医師
【開催方法】ZOOM（ウェビナー）   【参加費】無料　【参加申込〆切】　6/2（金）
※要事前申込。右上の二次元コードまたは同封の申込書でお申込みください。
※各部のみの受講が可能です。参加された先生には後日修了証を発行します。

【か強診・歯援診・院内感染防止対策】歯科施設基準研修会
事
前
申
し
込
み

グループ保険の更新について
　県保険医協会が運営している死亡保
障の団体定期保険「グループ保険」の
更新日は８月１日です。現在ご加入の
先生で６月 15 日までのキャンペーン
期間中に特にお申し出がない場合は、
そのまま８月１日で自動
更新となります。また、６
月 15 日までに新規・増額・
減額・脱退などのお申込を頂いた先生
及び制度減額・脱退対象の先生につい
ても、基本的には８月１日から変更と
なります。その場合、７月 26 日引落
分（８月分保険料）から変更が適用さ
れますのでご確認をお願いします。
　グループ保険は 65 歳（年齢は保険
年齢）までの本人保障額は 4,000 万

円が上限で、66 歳以上の上限は 2,000
万円、71 歳以上で上限が 1,000 万円
となり 75 歳で脱退となる制度です。
お手頃な保険料で、剰余金が生じた場
合には配当金として還元（昨年度配当
率は 33.5711％）し、１年更新なの

で毎年保障の見直しが可
能、もちろん配偶者も一
緒に加入することができ

ます。まだご加入いただいていない先
生につきましては、この機会に是非ご
検討をお願い致します。
　なお、キャンペーン期間以外でも随
時加入申込や見直し等を受け付けてお
ります。ご質問等ございましたら長野
県保険医協会（℡ 026-226-0086）ま
でお問い合わせ下さい。

共済だより

医療情報・システム基盤整備体
制充実加算（4/1～ 12/31の特例）
Q1：医療情報・システム基盤整備体
制充実加算を算定できるのはどのよう
な医療機関か。
A1：以下の①～③すべてを満たしてい
る医療機関で算定できる（届出不要）。
①オンライン資格確認運用中である
（ポータルサイトで運用開始日の登
録が済んでいる）

②レセプトのオンライン請求を行って
いる（12 月末までにオンライン請
求を開始する旨を届け出た場合を
含む）

③院内及びホームページ等に、オンラ
イン資格確認体制があること、受診
歴・薬剤情報・特定健診情報等を取
得・活用して診療を行うことを掲示
している
Q2：A1の施設基準を満たす医療機関
では、どのように算定するか。
A2：以下の通り算定する。
①マイナ保険証（又は他院からの情報

提供）により診療情報を取得・活用
して診療した場合
　初診料の場合は加算 2（２点）を
算定できる（再診時は加算なし）。

②上記①以外の場合
　初診料の場合は加算 1（６点）を、
再診料の場合は加算 3（２点）を算

医療情報・システム基盤整備体
保険かわら版

定できる。
なお、加算 1 及び加算 2 の算定に
あたっては、「初診時の問診票の項
目について別紙様式 54（医科）又
は別紙様式 5（歯科）を参考とする」、
加算 3 の算定にあたっては、「他院
からの処方を含めた薬剤情報や必要
に応じて健診情報等を問診等により
確認する」等の要件があるので留意
されたい。
Q3：生活保護（単独）の患者が外来受
診した場合も、当該加算を算定できるか。
A3：算定できる。生活保護単独の場合、
現時点ではオンライン資格確認システム
では薬剤や健診等の診療情報を取得でき
ないため、初診時は加算１、再診時は加
算 3 の対象となる。なお、社保と生保
併用の場合は、Q2と同様の算定となる。
Q4：労災保険適用の患者が受診した
場合は、当該加算は算定できるか。
A4：算定できる。労災診療費の請求
には健康保険の資格情報は使用しない
が、マイナ保険証により診療情報を取
得・活用することが可能なため、Q2
と同様の算定となる。
Q5：患者が一部の診療情報の取得に
のみ同意した場合（例えば、薬剤情報
の取得には同意したが、その他の情報
の取得は同意しなかった場合）は、ど
のように算定するか。
A5：初診時は加算 1 を、再診時は同
加算 3 を算定する。


